
日 時  令和６年２月１７日（土） 午後１時～午後３時 

会 場  ① 豊橋生協会館（豊橋市牟呂町字松崎 15） 

② 生協生活文化会館 （名古屋市千種区稲舟通 1-39） 
     

 

 
 
 身近な暮らしの法律問題について 

消費者トラブル、近隣関係、借地借家問題 等々。 生活の中にある身近な法律問題

についてアトランダムに取り上げ、弁護士、税理士より、介護保険についてケアマネ

ジャーより、クイズ形式でわかりやすく解説します。 

いざ、問題に直面した際に焦らず対処できるように知識を身に付けておきましょ

う。（東三河３年間のあゆみ、賛助会員のつどいの企画も予定） 
 

弁護士 山本 律宗 
名古屋第一法律事務所 

 

 

税理士 川澄 延夫 
税理士法人あいち税経 

 

コープあいちケアマネジャー 
 

●講 師●

【主催】NPO あいちあんきネット 【協力】コープあいち・新大和税理士法人・名古屋第一法律事務所 

Web 視聴会場 

 電話

(NPO 法人あいちあんきネット・月曜～金曜日 9 時～17 時) 又は より

午後３時～弁護士、税理士による無料相談会を行います(予約・先着順)。  

弁護士相談(会場、Web 各２名)、税理士相談(会場２名)でご相談枠は１枠３０分です。 

ご希望の方はお電話又は二次元コードより申込みください。 

個別で Web 視聴をご希望の方は、後日 Zoom 情報をお送りいたします。 

 

メイン会場 

▼申込コード 

 

 

例えば・・・ 

隣りの家の木の枝が、境界線を越

え、落ち葉の掃除に追われている。

隣人に無断で枝を切ってよいでしょ

うか？ 

（当日、解答と解説します。） 


